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～裁判員制度ミニフォーラム特集～

　四国の各裁判所では，裁判員制度をより多くの方々に理解してもらおうと，ミニフォーラムを開催して
います。
　ミニフォーラムでは，最高裁判所が広報用として製作した裁判員映画の上映会やパネリストを交えた意
見交換会，さらには裁判員裁判を想定した模擬裁判などを行っています。

東かがわ市中央公民館での映画上映会と意見交換会
～平成１９年１２月１日（日）開催～

美馬市オデオン座での映画上映会と意見交換会
～平成２０年１月２０日（日）開催～
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松山地裁宇和島支部での模擬裁判と意見交換会
～平成１９年１２月１日（日）開催～

安芸市総合社会福祉センターでの映画上映会と意見交換会
～平成２０年２月２日（土）開催～



～裁判員制度ミニフォーラム特集～

　裁判員制度ミニフォーラムに多くの方々のご参加をいただき，誠にありがとうございました。
　意見交換の場では，貴重な質問や意見が寄せられました。スペースの関係からすべては掲載でき
ませんが，多くの会場でいただいた質問について，お答えします。

Ｑ１　裁判員制度を導入するメリットは何ですか（美馬，須崎）。

　刑事裁判は，皆さんが生活されている社会で現実に起こっている犯罪を扱うものですが，これ
まで皆さんにとって遠くに感じるものであったと思います。裁判員制度が導入されることによっ
て，刑事裁判がより身近なものとなることが期待されています。また，刑事裁判に専門家だけで
はなく，国民の皆さんの視点，感覚が反映されることも期待されています。

Ｑ２　裁判員裁判が行われる裁判所は，どこですか（三豊，阿南，四万十，新居浜，大洲）。

　四国内では，県庁所在地である高松市，徳島市，高知市及び松山市にある地方裁判所本庁
４か所です。

Ｑ３　県内で裁判員裁判対象事件は，年間何件ぐらいあるのでしょうか。また，県民が裁
　　判員候補者や裁判員になる確率は，どのぐらいなのですか（東かがわ，さぬき，三豊，
　　美馬，阿南，高知，須崎）。

Ｑ４　裁判員に選ばれたときに，不幸があったり，体調が悪くなったり，仕事で緊急事態が
　　発生した場合に，途中から裁判員を辞めることができるのでしょうか（高松，観音寺，
　　阿南，高知，安芸）。

　どうしても裁判員裁判に参加できない事態になった場合は，途中で裁判員を辞めることができ
ます。その場合は，補充裁判員（※）が裁判員に代わって審理に加わることになります。ですか
ら，急に参加できない事態が生じた場合には，裁判所に連絡をしていただきたいと思います。
　また，裁判によっては，補充裁判員を選任しない場合もありますが，その場合は，新たに裁判
員を選任し直すことになると思います。

Ｑ５　高齢ということで何か配慮してもらえるのですか。また，７０歳以上で参加意欲のあ
　　る者は，どうしたらよいのですか（美馬，三好，阿南）。

　７０歳以上の方は，法律上辞退できます。しかし，健康で，豊富な人生経験を活かしてみたい
と考えている方々には，是非参加していただきたいものです。

※補充裁判員とは・・・
　　裁判員と同様に，審理に立ち会い，裁判の途中で裁判員の人数に不足が生じた場合に，裁判員に選ばれ
　るもので，１つの事件につき，最大６人まで選任されます。

　平成１８年度の統計によると，次のとおりです。
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Ｑ６　裁判員裁判は，１日に何時間ぐらいかかるのですか（高松，三豊）。

　事件の内容や審理の状況により，異なります。ただ，３日で終わる事件を想定すると，次のイメージと
なります。

Ｑ９　裁判員をすると，被告人から逆恨みを受けるのではないかと心配です。裁判員に選
　　ばれるのが怖いという人もいると思います。裁判員の安全確保はどのようにされるの
　　ですか（高松，美馬，四万十，松山）。

　刑事裁判を長年担当してきた裁判官の話では，逆恨みで裁判官が襲われたことは，ほとんどないと
のことです。
　裁判員については，裁判員の方の名前や住所等の個人情報は，決して公にされないということに
なっています。また，評議の内容も公にしてはいけないと定められており，評議でだれがどのような意
見を言ったかも公にされることはありません。仮に，裁判員や裁判員だった人を脅すなどした場合は，
厳しく処罰されることになっています。

Ｑ10　守秘義務についてですが，死ぬまでしゃべったらいけないことが守れるかどうか不
　　安です（高松，徳島，阿南，高知，須崎）。

　裁判員として知ったことをすべて話してはいけないという訳ではありません。法廷で見聞きしたこと
は，法廷が公開されていますので，守秘義務はありません。裁判員として参加した感想も話して大丈
夫です。
　ただし，一般に公開されていない内容については，守秘義務があります。たとえば，評議の中での裁
判員の意見，刑事記録を見て知った被害者や被告人のプライバシーに関することで，公開の法廷で
明らかになっていないことは，話してはいけません。それらが漏れると，被告人の家族や関係者がどう
思うか気になり，裁判員が自由に発言できなくなりますし，裁判の公正さが確保できなくなりますので，
どうかご理解をお願いします。

Ｑ８　被告人を裁くとなると，その人の一生を決めることになります。裁判員になること
　　は，精神的に負担を感じるのですが（高松，高知，西条，今治，宇和島）。

　裁判員裁判は，裁判員が１人で結論を出すのではなく，裁判官３人と裁判員６人とが知恵を出し合っ
て，結論を導き出す制度です。それぞれの裁判員は，自分が考えたこと感じたことを素直に話し，他の
人の意見を聞いて，さらに考えてもらえればよいのです。過度に不安に思われる必要はないと考えま
す。

Ｑ７　裁判員は，法律の知識が少ないので，評議では裁判官の意見に左右されて，自分の
　　意見を十分に言えなくなってしまうのではありませんか（高松，三好，今治，宇和島）。

　皆さんも日常生活の中で，何らかの根拠から事実があったかどうかを判断することがあると思います。
刑事裁判でも証言を聞いたり，書類を読んだりしながら，事実があったかなかったかの判断をしていく
ので，日常の生活で行っていることと同じことをしていると言えます。
　したがって，法律知識がなくても判断することができます。

※評議とは・・・
　　裁判員と裁判官とが，法廷とは違う部屋で，被告人が有罪か無罪か，また有罪であればどのくらいの刑罰
　が妥当かということを話し合うことです。




